
 

 

様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ３校統一の「東光中学校区 生活の決まりと約束」を目指して 

 校区の「生活の決まりと約束」の統一の検討を始め、中１ギャップ加配担当教員が中心となり、３校

の生活の決まりを見比べ、試案を作成している。今後、小学校で検討を加え、平成30年度より３校で使

用する。 

「生活の決まりと約束」として、校区の９年間を可視化し、児童生徒が小・中学校の指導のギャップ

を感じず、学校や学級での生活に安心して臨むことができるように、学校は共通理解の下に家庭や地域

と連携を図りながら指導する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東光中学校区生活の決まりと約束（案） 校内生活、校外生活】 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工

夫改善 

小・中学校間での学習規律、生活規律

の改善に関する一貫した取組の推進 
 

岩見沢市立東光中学校 

岩見沢市立東小学校、岩見沢市立岩見沢小学校 

 効果的な取組とするためのポイント 

 ３校統一の「東光中学校区 生活の決まりと約束」を作成・活用することにより、小・中学校の

円滑な接続を図るとともに、学校と児童生徒、保護者、地域が見通しをもって、生活規律の定着を

図る。 

取 組 の 実 際 

成果(○)と課題(●) 

○ 児童が小学校在学中に中学校の「決まりや約束」を知ることにより、入学前に、決まりの意味や

意義について理解し、小・中学校の円滑な接続を図ることができた。 

● 小・中学校で認識の違いがあり、統一が難しい項目があることから、小・中学校の教職員はもと

より、児童生徒や保護者の意見を取り入れながら検討を進める必要がある。 
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様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 授業改善の視点や学力向上の取組の共有 

  小・中学校段階の差異を軽減し、円滑な接続を図るため、定 

期的に情報交換を行い、小・中学校間で授業改善の視点や指導 

方法を共有した。 

 授業改善の視点として、次の４点を示し、日常の授業から取 

り組んだ。 

① 「課題とまとめ」の明示 

② 自分の考えを友達に伝える活動の充実 

③ 課題を解決するための話合い活動の工夫 

④ 学習規律の定着（挨拶、机上の整理等） 

指導方法では、算数・数学科を中心に、習熟度別少人数指導を通して、児童生徒のつまずきを把握

し、個に応じた指導を工夫した取組を進めるとともに、各家庭に「家庭学習の手引き」を配布する等、

家庭・地域と連携した取組を進めた。 

 

２．学習状況の交流～互いの授業参観・中学校教員の出前授業～ 

  児童生徒の現状を把握し、指導の改善につなげるため、小・ 

中学校の互いの学校の授業を参観する機会を設定し、児童生徒 

の学習・生活状況を把握するとともに、指導の在り方を協議す 

 る機会を設けるようにした。 

  また、中学校教員による「出前授業」を複数回実施した。今 

年度は、数学科・理科・外国語科で実施し、児童が、学習への 

関心を高めるとともに、中学校の学習への取り組み方や心構え 

を学ぶことをねらいとした。中学校教員は第６学年児童だけではなく、小学校全体の授業の様子も観

察し、実態把握とその後の中学校での指導に役立てている。 
 

３ 学習指導や生活指導の小・

中学校の円滑な接続の工夫

改善 

 
小・中学校相互の授業参観や出前授
業等、小・中学校が連携した指導方
法、指導体制の充実 
 
石狩市立樽川中学校、石狩市立南線小学校 

効果的な取組とするためのポイント 

 小・中学校で授業改善の視点や指導方法を共有するとともに、児童生徒の現状を把握し、指導の

改善につなげるため、小・中学校の互いの学校の授業を参観し、教職員同士が協議する機会を設定

する。 

取 組 の 実 際 

成果(○)と課題(●) 

○  小・中学校が定期的に交流することにより、９年間を見通して共通の視点で、学力向上の取組

を進めることができた。 

●  小・中学校の接続に関わる学年だけでなく、義務教育９年間全体で取組を充実させる必要があ

る。そのため、取組の成果と課題を小・中学校の教育課程に反映させる必要がある。 

 

 

【自分の考えを友達に伝える活動】 

【中学校教員による出前授業】 

 66 



 

 

様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 小学校間による授業交流 

  大規模校である朝里小学校と小規模校である豊倉小

学校の交流を促進するため、主に豊倉小学校の児童が

朝里小学校に来校し、生活科、体育科、学校行事等の

合同学習を行った。 

豊倉小学校の第６学年児童は、中学校進学前に大規

模校の雰囲気に慣れるとともに、朝里小学校の多くの

児童と交流し、新しい仲間づくりができたことで、中

学校進学への不安解消につながった。 
 

【保健体育科の授業で交流をする児童】 

２ 小・中学校間による出前授業、授業参観 

第６学年には、中学校の授業スタイルや雰囲気を理

解させること、中学校の教員には、児童の実態や学習

規律の定着状況等を把握することをねらいとして、保

健体育科と外国語活動の出前授業を実施した。 

また、中学校吹奏楽部の出前コンサートや合唱コン

クールのリハーサルの見学等、定期的、継続的に小・

中学校間での交流を行うことで、児童は中学校進学に

向けて期待と意欲が高まり、中学校の教員においては、

第６学年の児童と接することにより、児童の実態と小

学校における学習規律等の把握につなげることができた。     【外国語活動の出前授業】 

 

 

 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工
夫改善 

合同授業、出前授業、学校行事への
相互参加、授業参観等、小・中学校
が連携した取組の実施 
 
小樽市立朝里中学校           
小樽市立朝里小学校、小樽市立豊倉小学校 

効果的な取組とするためのポイント 

 小学校間における合同学習や学校行事への相互参加、小・中学校間では、出前授業や合唱コンク

ールのリハーサルの見学を行った。また、小・中学校の教員による授業参観を行い、児童生徒の実

態把握や情報交流を図っている。 

 

 

取 組 の 実 際 

成果（○）と課題（●） 

○ 小学校間や小・中学校間の合同学習、出前授業、中学校への行事参加を通じて、児童と児童、児

童と生徒、そして児童と中学校教員が直接触れ合い、コミュニケーションを図ったことにより、お

互いに正しい情報を共有することができ、児童の中学校進学に向けた期待と意欲を高めることがで

きた。 

● 小学校間、小・中学校間の取組を一層促進するとともに、幼稚園・保育園と連携した取組を行う

必要がある。 
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様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 合同学習の実施 

(1) 小学校第３学年による合同学習 

   ３校の児童が、共に豊かな体験活動を行うことを通して、かか

わりを深めていくことを目的に、第３学年では、農協青年部によ

る「らいでん」食農教室としてスイカ・メロンの選果場見学、圃

場見学など実施した。一緒に試食したり、見学したりしながらの 

交流を通して、他校の児童との交流の楽しさを実感させることができた。 
 

             (2) 小学校第４学年及び５学年による「体育」の合同学習 

               学校間の垣根を越えて仲間意識を高めることを目的に、第４学年は東

陽小学校、第５学年は西陵小学校に各小学校の児童が一堂に会し「体育」

の授業を行った。 

               それぞれの会場でサッカーの授業を行い、チームプレーを通して、大

人数で行う球技の特性による運動の楽しさを実感させることができた。 

               児童からは「作戦を立てることの大切さが分かった」、「協力してプレ

ーして楽しかった」といった感想があった。 
 

２ 中学校教員による小学校の授業参観 

  次年度入学する児童の学習状況を把握し、中学校への円滑な接続を図ることを目的に、第６学年を

中心に授業の参観を行った。参観及び児童の状況の交流を通して、小学校段階における指導内容や学

習規律を把握することができ、中学校入学後の学習面や生活面における支援の在り方について事前に

検討することの必要性を実感することができた。 
 

３ 外国語教育担当者会議の開催 

  新学習指導要領移行期間を迎えるに当たり、外国語活動を円滑に実施するため、各小･中学校担当

者で構成する担当者会議を開催した。会議では、次年度以降の指導計画案の作成や教材の確認など町

内小学校で統一すべき事項を検討した。中学校教員との意見交換を通して、小学校教員は、クラスル

ームイングリッシュの在り方、中学校教員は、小学校での学びを前提とした言語活動の在り方につい

て理解を深めることができた。 

 

 

 

 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工

夫改善 

小・中学校相互の授業参観や出前授
業等、小・中学校が連携した指導方
法、指導体制の充実 
 
共和町立共和中学校・共和町立東陽小学校 
共和町立北辰小学校・共和町立西陵小学校 

 効果的な取組とするためのポイント 

 中学校教員が小学校の授業参観を実施し、児童の学習状況を確認することや各小学校児童の合同

学習を実施すること、新学習指導要領移行期間における町内で統一した外国語活動の実施に向けた

指導計画案を作成することで、教育課程の円滑な接続を図っている。 

取 組 の 実 際 

成果(○)と課題(●) 

○ 合同学習では将来同じ中学校に入学する児童間での交流の機会として小学校３校による合同学

習の時間を設定し、連携プレーなどを通して、運動の楽しさや他と協調することの大切さなどを実

感させることができた。 

● 小・中学校相互の授業参観については、日程の関係上多くの教員が参加することが困難であった

ため、次年度の事業計画策定の際に十分な日程調整を行う必要がある。 

【「社会」の合同学習の様子】 

【「体育」の合同学習の様子】 
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様式４ 

 

 

 

 

 

 

学習私立 

 

 

 

 

１ 中学校区の小・中学校において、学習規律の指導の共通化を図り、９年間の連続性のある学習規律

の定着を目指す。 

２ 学習規律の核となる項目を「準備」、「姿勢」、「聞く」、「話す」、「書く」の５つに絞り込み、「授業の

心構え五か条」を策定した。 

３ 小学校低学年、中学年、高学年、中学校など、児童生徒の発達の段階に応じた表現を検討した。そ

の後、学習規律の具体が分かるように、写真を掲載した掲示物を作成して全学級に掲示し、中学校区

内の全ての学校で統一した指導を行った。 

 

３ 学習指導や生活指導の小・

中学校の円滑な接続の工夫

改善 

小・中学校間での学習規律、生活規律
の改善に関する一貫した取組の推進 
 

室蘭市立桜蘭中学校、室蘭市立知利別小学校 
室蘭市立旭ヶ丘小学校、室蘭市立八丁平小学校 

 効果的な取組とするためのポイント 

各小・中学校において統一することができる学習規律を整理し、共通した学習規律「授業の心構
え五か条」を作成した。各学校においては、共通した学習規律に基づく指導を徹底するとともに、
児童生徒や保護者に周知することにより、義務教育９年間を見通した学習規律の理解を促し、より
円滑な小・中学校の接続を目指す。 

成果(○)と課題(●) 

○ 中学校区における統一した学習規律を検討することにより、各学校における授業改善に向けた取

組を交流することができた。 

○ 児童生徒の発達の段階を考慮し、学習規律を提示したことにより、児童生徒にとって分かりやす

く、学習規律の定着を図ることができた。 

● 日常の授業における指導を徹底・継続し、取組の成果を検証する必要がある。 

中学校版「授業の心構え 五か条」 

一、授業前に次の時間の準備をします 
   ★教科書、ノート、鉛筆、消しゴム、定規、赤鉛筆を 
    机に出しておきます。筆入れはしまいます。 
二、正しい姿勢で学習します。 
   ★背中を「ピン」とのばします。（立腰） 
    足を「ピタ」っとつけます。 
    おなかと机は「グウ」がはいるくらいあけます。 
三、先生や友達の話をしっかり聞きます。 
   ★聞き方「名人」 
 ①体を向けて 手をとめて 
 ②大切なことは 落とさずに 
 ③自分の考えと 比べながら 
 ④わからないとき 質問を 
四、相手にわかりやすく、はっきりと話します。 
   ★話し方「名人」 
 ①考えたことを 
 ②聞く人を見て 
 ③区切りながら 
 ④結論がわかるように 
 ⑤声の大きさを考えて 
五、ノートはわかりやすく書きます。 
   ★日づけ、ページを書きます。 
   ★ますや行からはみださず、濃くはっきり書きます。 
   ★線を引くときは、定規を使います。 

机上整理・学習用具の準備 

取 組 の 実 際 
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様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中学校の教員による出前授業につい 

ては、第５、６学年において実施し 

ている。 

・出前授業においては、中学校英語教 

員及び小学校担当ＡＬＴにより、指 

導を行った。 

・第６学年については、６月と12月の 

年２回、第５学年については、12月 

の年１回実施した。 

・実施に当たっては、加配教員がコー 

ディネーターとして連絡調整を行っ 

た。 

 

成果(○)と課題(●) 

○ 児童は、中学校の教員による専門的な指導を受けることにより、外国語活動（英語）に興味をも

ち、意欲的に活動することができた。 

○ 授業アンケートにおいては、「進んで交流することができた。」、「新しく学習した表現を使うこと

ができた。」、「外国語と日本語の違いや面白さに気付くことができた。」などの振り返り項目におい

て、全ての児童がＢ以上（概ね満足、満足）と回答するなど、外国語活動（英語）に対する楽しさ

を実感することができた。 

● 小学校と中学校においては、学校行事や期末テストの実施など、多忙期に違いがあり、出前授業

の実施時期の調整を図る必要がある。 

効果的な取組とするためのポイント 

小規模校の児童にとって、大規模の中学校に進学することについては、大きな不安がある。そこ

で、隣接する小規模の小学校と連携し、卒業生が入学する中学校の教員による出前授業を行うこと

により、円滑な接続を目指すこととした。 

取 組 の 実 際 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工

夫改善 

小・中学校相互の授業参観や出前授
業等、小・中学校が連携した指導方
法、指導体制の充実 
 
伊達市立伊達中学校 
伊達市立黄金小学校、伊達市立稀府小学校 

【出前授業における学習指導案】 
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様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 中学校教諭による小学校外国語活動「乗り入れ授業」の実施 

長万部小学校第５・６学年の外国語活動の授業に毎週、中学校英語教諭（中１ギャップ担当者）が

各学級担任とＴＴを行っている（長万部高校の英語教諭も定期的に参加）。学級担任との授業づくり

や打合せ行うことで、児童の学習内容の定着・活発な活動につながるだけでなく、学級担任の指導力

向上にも役立っている。 

【小学校外国語活動への乗り入れ授業】 

２ 小学校の長期休業中の学習会への中学校教員の派遣 

  長万部小学校、静狩小学校が実施している長期休業中の学 

習会に中学校教員と地域住民に協力を要請し、学習サポート 

を行っている。 

中学校教員は主に第５・６学年を担当し、課題に対する指 

導や採点を通じて児童と交流を深め、児童とのよりよい関係 

づくりにつなげている。 

       【長期休業中の学習会への中学校教員の派遣】 

 

 

 

 

 

 

３ 学習指導や生活指導の小・

中学校の円滑な接続の工夫

改善 

小・中学校相互の授業参観や出前授
業等、小・中学校が連携した指導方
法、指導体制の充実 
 

長万部町立長万部中学校 

長万部町立長万部小学校、長万部町立静狩小学校 

 効果的な取組とするためのポイント 

小中の円滑な接続を目指した「乗り入れ授業」「小学校の学習サポートへの教職員の派遣」「小

中合同の活動・取組」等を行い、児童生徒間交流及び教職員間の連携を図っている。 

中学校生活に対する意識等を把握・分析し、それに基づく児童に対する支援の工夫・改善に努 

めている。 

 

取 組 の 実 際 

成果（○）と課題（●） 

○ 児童が中学校教員に直接指導を受ける機会が増えたことにより、中学校での学習に対する不

安が軽減したり、中学校での学習を意欲的に捉えたりするなど、中学校生活を前向きに考える

児童が増えてきた。 

● 乗り入れ授業前後の打合せのもち方の工夫、静狩小学校への定期的な乗り入れ授業の実施、 

小学校教員の中学校での乗り入れ授業など、取組を工夫・改善する必要がある。 

 

○ 中学校の先生との外国語活動の学習に関して 

  ・中学校英語の学習が楽しみになりましたか？  

はい：78% 

  ・中学校入学に対する不安はどうなりましたか？ 

    変わらない：15%  小さくなった：33%   

大きくなった：19% もともと不安はない：33%  

  ＜第６学年対象 中学校生活アンケート（11月実施）＞ 

71 



 

 

様式４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校から中学校に入学すると、教科担任制や部活動の取組、定期テストや行事への取組等、生徒に

とって環境が大きく変化する。このような変化に対し、生徒が中学校生活を安心して送ることができるよ

うにするためには、小学校時代に中学校生活の一部分を体験したり、中学校生活への期待感を高めるよ

うな交流活動を行ったりする必要がある。 

１ 小学校第６学年外国語活動への中学校外国語担当教員によ 

る乗り入れ授業 

・町内全ての小学校において、中学校外国語担当教員及び 

ＡＬＴの計３名で外国語活動の授業を実施した。 

・学級担任が授業を進め、Ｔ２として中学校外国語担当教    

員が指導し、Ｔ３としてＡＬＴがデモンストレーション 

を行うなど、指導方法を工夫したことで、外国語に対す 

る児童の興味関心を高めることができた。     

                             【外国語活動への乗り入れ授業】 

２ 「小・中学校」の交流活動の実施 

・小学校の児童会役員と中学校の生徒会役員が、それぞれ 

の学芸会・学習発表会や学校祭のポスター掲示の依頼を 

行ったり、中学生が出身小学校の運動会や学芸会・学習 

発表会の運営を手伝ったりするなど、児童生徒同士の交 

流を進めている。 

・町内の少年団活動と中学校の部活動の児童生徒が交流を 

 行うなど町内全体での小・中学校間の円滑な接続を進め 

ている。                          【小学校の学芸会への出演】 

                               

                             

 

 

 

 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工

夫改善 

小・中学校相互の授業参観や出前授
業等、小・中学校が連携した指導方
法、指導体制の充実 
 
東川町立東川中学校、東川町立東川小学校、 
東川町立東川第一小学校、東川町立東川第二
小学校、東川町立東川第三小学校 

（タイトル①～⑥）の取組 

○○市（町）立○○小（中）学校 

効果的な取組とするためのポイント 

 中学校の外国語担当教員による小学校外国語活動の乗り入れ授業においては、小学校の教員が中

心となり指導計画を作成し、中学校教員と打合せを行うことで、児童の実態に即した指導が可能と

なる。また、中学校における系統的な指導や指導方法の改善につながる。 

 

 

 

取 組 の 実 際 

成果(○)と課題(●) 

○ 小学生が、中学校教員による「乗り入れ授業」や「部活動体験」を経験したことで、中学校入学

後の教育活動に対する不安を取り除くことにつながり、中学校生活に対する見通しをもつことが

できた。 

● 小学校教員と中学校教員間で指導方法や学習規律の共有化を図るなど、継続的な情報交換と連携

を進める必要がある。 
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第６学年からの「そろえる」の指導について 

１ ねらい 

  小学校から中学校への円滑な進学を目指し、児童生徒への指導について３校で足並みをそろえるこ

とにより、「学習規律」、「生活規律」の指導を充実しながら中学校進学後の生徒のストレスを最小限

に抑え、中学校生活への不適応による不登校を防止する。 

２ 取組の内容 

・小学校６年生から中学校１年生５月まで、以下の指導を徹底する。 

・天塩町内の小・中学校教職員全員が内容を理解し、共通した指導ができるようにする。 

・各学校の生徒指導担当者が校内の中心となり、該当学年の担任・学年団と連携して取組を進める。 

 

 

 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工

夫改善 

小・中学校間での学習規律・生活規
律の改善に関する一貫した取組の推
進 
 
天塩町立天塩中学校 
天塩町立天塩小学校、天塩町立啓徳小学校 

効果的な取組とするためのポイント 

 「そろえる」をテーマとした「学習規律」、「生活規律」の統一及び系統的な指導について、３校

で足並みをそろえ、中学校入学時の不適応を防止し、円滑な接続を図っている。 

 

 

 取 組 の 実 際 

成果(○)と課題(●) 

○ 中学校での生活や学習のきまりを小学校段階で先取り指導をした結果、中学校入学後の指導を

円滑に行うことができた。 

● 学級担任が変わっても小学校での指導が徹底・継続できるよう、組織的な取組として充実する

必要がある。 

これまで、中学校に入学してから生徒に指導し

ていた中学校の生活や学習のきまりを、小学校６

年生で先取り指導を行うことにした。 

また、「忘れ物」を未然に防止するための取組

として、前日の帰りの会で次の日の持ち物をメモ

させるなど、自覚を高める指導を行っている。 
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１ 小・中学校相互の授業参観 

 小・中学校が互いに参観日の案内を配付し、授業参観への呼びか

けを行っている。小学校では、できるだけ多くの教員が参観できる

よう補欠体制を工夫し、中学校では時間割編成を工夫している。 

授業参観を通じて、加配教員を窓口として小学校の教員から中学

校の教員に対し、指導方法に関する質問などが出されるなど、小・

中学校それぞれの学習内容を知る機会となっている。 

 

２ 中学校教員による出前授業の実施 

 中学校の外国語科の教員が小学校で出前授業を行い、小学校教員

の外国語活動の授業改善に役立っている。また、今年度は標茶中学

校で外国語科に関する研究会、研修会が行われ、町内からもたくさ

んの教員の参加があり、町全体において中学校外国語科の授業につ

いての理解が深まった。 

 

３ 新入生体験入学における体験授業の実施 

新入生体験入学の際に、中学校の教員が体験授業（数学科・理科・外国語科）を行い、児童が中学

校の授業を体験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  学習指導や生活指導の

小・中学校の円滑な接続の工

夫改善 

小・中学校相互の授業参観や出前授
業等、小・中学校が連携した指導方
法、指導体制の充実 
 
標茶町立標茶中学校、標茶町立標茶小学校 
標茶町立磯分内小学校、標茶町立沼幌小学校 

成果(○)と課題(●) 

○ 小・中学校の教員間で指導方法の交流がなされ、互いに児童生徒の学習方法や学習規律について

共通理解を深めたことにより、各学校において、授業改善が図られている。 

● 年間活動計画に基づき、計画的に交流を行うとともに、加配教員が窓口となり、各校の教務主任

と連携しながら各種調整を進める必要がある。 

【数学の授業の様子】 【理科の授業の様子】 

効果的な取組とするためのポイント 

 小中連携の視点で、授業交流や出前授業、体験入学等の取組を実施し、中学校へ入学予定の児童

がもつ学校生活への不安を解消して入学への希望をもたせるとともに、小・中学校の教員が授業づ

くりについて連携及び協議する機会とする。 

取 組 の 実 際 
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【参観日の様子】 

【外国語科出前授業の様子】 


